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【要 約】近年，わが国の会計制度は企業活動のボーダーレス化に対応して，国際的調和化に向け目

まぐるしい変革を遂げつつある．しかし現行の企業会計システムを構成するトライアングル体制の複

雑さや，その仕組みの中で商法会計と税務会計の連結環の役割を果たしている確定決算主義に関して

逆基準性といった問題が以前から指摘されている．一方で会計利益を基準とする課税所得計算は，会

計利益自体の恣意性の問題や課税所得計算のための複雑な調整が必要であり，納税者にとってシンプ

ルでわかりやすい課税制度が望まれている．また現行の法人所得税制は本来求められる要件である投

資に対する中立性が担保されていない等の弱点を持つ． 
 わが国ではキャッシュ・フロー計算書の開示が義務付けられてすでに５年経過し，キャッシュ・フ

ローへの理解や関心が高まってきていることから，キャッシュ・フローをベースとした課税を検討す

るのに適当な時期であると考える．そこで本稿では，これらの問題を解決する一つの案としてキャッ

シュ・フロー法人税への移行を検討し，イギリスのミード報告（1978）で提言されたキャッシュ・フ

ロー法人税の課税ベースである「Ｒベース」（実物取引）及び「Ｒ＋Ｆベース」（実物取引＋金融取引）

の試算を行った． 
 結果的に最近の９年間のサンプルでは，現行所得税と同等の税収を得るためにＲベースで57%，
Ｒ＋Ｆベースで48%の税率で課税する必要があると試算された．ただし実際に現行所得税からキャッ
シュ・フロー法人税へ移行するためには，既存の固定資産に対する控除方法等，解決を要する課題も

多いことは確かである． 
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１．はじめに 
 
 わが国の会計制度は現在大きな変革期を迎えている．国境を越えた企業活動，インターネッ

トを介した取引が瞬時に世界中で取り交わされる中で，企業活動を側面から支える会計制度・

課税制度の改革が喫緊の課題として求められている． 
 このような状況で証取法・商法・税法によって複雑に規制された従前の制度会計システムや，

確定決算主義，取得原価主義，恣意性排除の困難な会計利益，会計利益に対して複雑な調整を

必要とする課税所得など，制度改革が進みつつも残された課題は多い． 
 本稿では現行の企業会計システム・法人課税システムで指摘されている問題点を示し，法人

課税上でこれらを解決できる一つの方法として「キャッシュ・フロー法人税」への移行を検討

する．わが国では第３の財務諸表としてキャッシュ・フロー計算書の開示が義務付けられてす

でに５年経過し，キャッシュ・フローへの一般的な認識や理解も進むとともに，キャッシュ・

フロー情報のさらなる活用も求められている． 
 一方で，現状の複雑な課税所得計算からシンプルでわかりやすい法人税制への移行を求める

納税者の声も多い．このような条件を満たす可能性のある法人課税制度への移行案の一つとし

て，キャッシュ・フローを課税ベースとする方法が議論されている．本稿では現行法人所得税

と同等の税収が得られるキャッシュ・フロー・ベース課税の税率を試算し，キャッシュ・フロ

ー法人税への移行の可能性を検証する． 
 
２．税務会計と確定決算主義 
 

２．１ ３つの制度会計 
 わが国の会計は，商法，証券取引法，法人税法という３つの法律によって規制されており，

それぞれ「商法会計」，「証取法会計」，「税務会計」という異なる制度会計が存在する． 
 「商法会計」は，債権者の保護のため配当可能利益の限度額を規定することによる債権担保

の保全や，会社の「所有と経営の分離」を前提とした株主による経営者の受託責任の監視，等

を目的としている．会計規定として「公正なる会計慣行を斟酌すべき」（商法第22条２項）こと

が求められ，代表的な会社形態である株式会社については，計算書類として貸借対照表・損益

計算書・営業報告書・利益処分案並びに付属明細書を作成し，取締役会承認・監査役監査の後

に株主総会での報告及び承認が義務付けられている． 
 上場企業等が対象となる「証取法会計」は，証券市場における有価証券の適正な発行や売買，

投資者の保護を目的としており，有価証券報告書の作成・開示が義務付けられている．証券市

場では現在の投資家のみならず将来の（潜在的）投資家を含め，利用者の意思決定に対して有

用な情報が求められるため，例えば損益計算書上の利益計算においても様々な段階の利益が算

定される．さらに「会計ビッグバン」による大改正を経て2000年３月決算期以降，キャッシュ・

フロー計算書の開示が義務付けられ，営業活動・投資活動・財務活動に分類したキャッシュ・

フロー情報も加えられた． 
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 次に「税務会計」はすべての法人が対象であり，もっとも重要な目的は公平な課税所得の算

定である．当然，ここでは税法に従った課税所得計算が適正に処理されているかどうかが最重

視されることとなるが，一方で，法人税法（第22条４項）において益金及び損金の額を「別段

の定めがあるものを除き」，「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される

もの」と規定しており，企業会計において適正に計算された当期利益を基礎として，法人税施

行規則別表四「所得の金額の計算に関する明細書」において，税法上の申告調整項目を加算・

減算した結果として課税所得が算定される． 
 以上のように，わが国の制度会計は商法を中心に証券取引法・法人税法の３つの独立した法

律が相互に結びついた，いわゆるトライアングル体制がとられている．それぞれの制度会計は

期間損益を計算する手続きであることに変わりないが，規制する法の目的がそれぞれ異なるた

め，求められる計算書類も違い，計算結果としての会計利益や課税所得にも差異が生ずること

になる． 
 
２．２ 確定決算主義 

 これら３つの制度会計からなるトライアングル体制の下で，商法会計と税務会計を密接に関

連付ける役割を果たすのが「確定決算主義」である．わが国の所得課税制度は申告納税制度を

採用しており，納税者が自らの所得を計算し，申告・納税する義務を負う．法人の場合，確定

決算主義に従って，商法の規定に基づいた会計手続きを経た計算結果を財務諸表に示し，そこ

で確定された決算による当期利益に対して，税額計算のための調整を加えて課税所得を算定す

ることが要求されている．法人税法（第74条）では，「内国法人……は，各事業年度終了の日の

翌日から２月以内に，税務署長に対し，確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告

書を提出しなければならない． 
一 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額（第74条の１） 
二 前号に掲げる所得の金額につき前節（税額の計算）の規定を適用して計算した法人税の 
  額（74条の２）」 
と規定している．つまり課税所得の算定は，商法に則った企業会計によって確定した決算に伴

う当期利益を基礎としていることから，法人税法は商法の計算規定や企業会計原則を包括的に

取り込んでいると考えられる．従って税務会計は商法会計上で計算された利益から，税法の独

自規定によって課税所得を導く手続きであるといえる．言い換えると，企業会計（商法）が税

務会計（税法）に優先するという意味であり，これは一般的に「基準性」といわれている． 
 しかしこのことは，逆に税法上での会計処理が認められるための前提として，企業会計上の

決算において適正に処理されていることが必要条件となるため，納税者が税法上で採用したい

会計処理をあらかじめ企業会計上でも採用して決算を行うという現象が起こりえる．これを指

して「基準性」に対し「逆基準性」と呼ばれる． 
 
２．３ 逆基準性問題 

 商法会計と税務会計の関係は従来，「確定決算主義」によってそれぞれの立場が明確にされて
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きた．つまり「商法」に定める計算によって確定した決算は，それが事実に反するか，税法の

強行規定に反しない限り，課税所得計算を拘束すると解されてきた1)． 
 しかし本来，企業会計と課税所得計算は目的が異なるため，わが国やドイツのように確定決

算主義を採用する国以外に，アメリカやイギリスのように企業会計と課税計算を分離・独立し

た制度とする国もある2)．昨今の企業会計における国際的調和化の要請を考えた場合，各々の

国の税法は異なるのであるから，税法と企業会計を関連付けるよりも，それぞれ分離・独立し

た方が国際比較にとってもプラスになるという考えもある．つまり確定決算主義自体の見直し

が必要という議論であるが，その背景としてあげられる問題の一つに「逆基準性」がある．す

なわち税務会計における節税動機が企業会計に持ち込まれることで，適正な企業業績の把握と

いう企業会計本来の目的が阻害され，その結果，税務会計によって企業会計が侵食されるとい

う問題である3)． 
 醍醐（1994）は，確定決算基準の弊害と指摘される逆基準性の事象を次の３つに分類してい

る． 
１）法人税法が課税所得の計算上，償却費や各種引当金の繰入について画一的な損金算入限度

額を設けているために，企業会計上でも税法上の限度額が事実上の費用計上基準となり，企業

ごとの実態に見合った費用計上がされにくくなった． 
２）会計基準を新設したり変更したりするときに，企業が税務上の不利益を理由に反対するた

めに，その作業が難航する． 
３）法人税法が損金算入の前提条件として費用性を認めがたい項目（租税特別措置法上の諸準

備金）についてまで企業会計上で損金経理することを要求する4)． 
 ただし，ここで３）を狭義の逆基準性と位置づけて，法人税制が諸準備金について利益処分

方式による場合も損金算入を容認したために事実上解消したとし，他の２点について論じてい

る． 
 まず１）について，醍醐は確定決算主義を擁護する立場をとり，「税法限度額ちょうどの償却

をした場合と，税法限度額を超える償却をした場合とで当期の税負担に差が生じるわけではな

いし，企業会計上で『有税償却・有税引当』をしたからといって，その部分を税務上で損金に

できる機会を永久に失うわけでもない．」としている．つまり税法の限度額を超えた償却や引当

は「有税償却・有税引当」という手段を選択することによって実務上可能であるし，その場合

に課税所得に加算される「有税償却・有税引当」の金額については，翌期以降の課税所得から

減算されるため，企業会計の独立性が保たれていると主張している5)． 

 これに対して岡田（1996）は税法上の償却限度額以前の問題として，そもそも償却方法の選

                                                           
1) 醍醐聡（1994）p.41．参照． 
2) 坂本雅士（1995）p.109．参照． 
3) 醍醐聡（1994）pp.41-42．参照． 
4) 損金経理とは法人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるための要件として，あらかじめ法人の確
定した決算において費用又は損失として経理することをいう．例として，償却費や引当金の繰入等によ
る損金算入があげられる． 

5) 同様に確定決算主義を擁護する主張として，坂本雅士（1995），鈴木一水（1996）等がある． 
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択に関して定率法を採用する場合に，定額法を採用するよりも早期に償却が進み，償却期間で

の割引現在価値で考えた場合の節税額が大きくなることなどから，「日本では，業績のよくない

企業を除いては6)，通常，企業は定率法を採用している．これは確定決算主義を前提として，

税制上の特典を求めようとする企業行動の現われと考えることができる．」として，税法による

企業会計への影響を指摘している． 
 また２）についてはわが国のリース会計基準の制定に際して，リース業界が大いに反発し，

所有権移転外ファイナンス・リースに関しても，賃貸借処理に準じた例外処理が認められたと

いう代表的な事例がある．これに対して坂本（1995）は，会計基準の新設・変更によって税務

上不利益を被る企業・業界の反対活動が影響を与えているのであって，税法が会計基準の設定

を妨げてはいない，と述べている．また醍醐は，税法における政策的な配慮と企業会計上の基

準設定とを同義的に捉えるべきではないこと，また法人税制のなかで経済政策目的を体現して

いるのはおもに租税特別措置法の領域であり，税務上の特典を利用するための会計的要件は損

金経理に限らず利益処分での調整も可能であることから，逆基準性によって企業会計が歪めら

れるとはいえないとしている． 
 さらにこれらの問題を総合して，取引の実質重視という点で会計利益と課税所得が同質性を

持ち，企業会計と税務会計が補完的な関係を形成しているという主張もある7)．しかし税務会

計の役割が単に課税の公平性を重視するのであれば，確定決算主義を媒介として企業利益と課

税所得が実質的に一致もするが，税法の目的が租税政策を重視する場合はその限りではなくな

る，という岡田（1996）の主張が実態として的を射た議論ではなかろうか．この点に関しては

会計利益と課税所得，キャッシュ・フローの関係を踏まえて後述する． 
 
３．利益・所得とキャッシュ・フロー 
 

３．１ 企業会計上の利益概念 
 会計学上の利益概念には２つの対立する理論があると考えられてきた．その一方が当期業績

主義であり，他方が包括主義である．当期業績主義とは，損益計算書において期間的に計算さ

れる当期利益は当期の営業活動という源泉から規則的・反復的に稼得された利益を意味すると

いうものであり，キャピタル・ゲインや前期損益修正などは含めるべきではないという立場で

ある．それに対して包括主義とは，当期利益の計算に含まれる要素は，その源泉が規則的・反

復的であるかどうかを問わず，すべてが当期の利益を構成するものであり，損益計算書に収容

されなければならないとみる立場である． 
 わが国では当初，当期業績主義がとられていたが，昭和49年の企業会計原則の一部改正以降，

商法に歩み寄る形で包括主義に移行している8)．例えば有価証券報告書の財務諸表に含まれる

損益計算書には，売上高から売上原価を差し引いた「売上総利益」，売上総利益から販売管理費

                                                           
6) 國村道雄（1986）pp.138-140．参照． 
7) 醍醐聡（1994）pp.43-45．参照． 
8) 武田隆二（2005）pp.61-62．参照． 
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を差し引いた「営業利益」，営業外損益を加減した「経常利益」，特別損益を加減した「税引前

当期純利益」，そこから法人税等を差し引いた「当期純利益」，さらに繰越利益や中間配当等を

加減した「当期未処分利益」といった各段階での利益が示される．これらは包括主義に従った

表示であり，包括主義による「経常利益」が当期業績主義に従えば「当期純利益」として表現

され，特別損益等の計算は当期業績主義では別途「剰余金計算書」に表示されることになる． 
 次に利益算定方式に着目して利益概念をみた場合には，財産法と損益法の２つの概念がある．

財産法は期首と期末の資産残高の比較による増加額を当期利益とするもので，資本の増減を資

産及び負債の増減に置き換えて資産・負債アプローチともよばれる．これに対して損益法は当

期の企業活動による収益と費用を測定し，その差額を当期利益とするもので，費用・収益アプ

ローチとよばれる． 
 歴史的にみると古くから存在した概念である財産法は，利益計算を純資産の増加額としてみ

るため，利益の源泉等の詳細な情報は明らかにされず，一方で資産の評価額によって利益が大

きく左右されるという難点がある．そのため近年の企業会計においては，利益の源泉等の詳細

な情報が得られることが利用者にとってより有用であると考えられ，結果として損益法が採用

されてきた．しかし最近の会計を取り巻く環境の大きな変化の中で，損益法における会計手続

きの恣意性の問題やキャッシュ・フロー重視などの流れに沿って，経済的資源の流出入という

実態面を重視する資産・負債アプローチに注目が集まることとなった． 
 
３．２ 法人税法上の所得概念 

 所得の概念も同様に，包括主義に従った「純資産増加説」と制限的所得概念を基礎とする

「所得源泉説」がある9)． 

 「所得源泉説」は所得の源泉を規則的・反復的収入に求め，臨時的・非反復的収入は所得に

含めない．つまり所得を通常の企業活動から発生する収益に限定するという説である．これに

対して「純資産増加説」は臨時的・非反復的収入も所得に含まれる広義の所得概念として捉え

る． 
 この点で，課税所得の計算手続きである税務会計では適正な租税負担能力をあらわした課税

所得を計算することが主眼であり，原則としてその源泉を問題とすることはない10)． 

 わが国では法人税法第22条において，「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度

の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」と規定している．ここで益金

の額とは「別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有価又は無償による資産の譲渡又は役

務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度

の収益の額とする。」（法人税法第22条２）と規定される．したがって益金として算入すべき金

額は経常的な営業収益のみならず，資産譲渡等による臨時収益も含まれる． 
 また損金の額は「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる

原価の額」及び「当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用（償却費以外の費用で当該

                                                           
9)  武田隆二（2005）pp.61-72．参照． 
10) 成道秀雄・新井益太郎（2004）p.3．参照． 
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事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。）の額」，「当該事業年度の損失の額で資

本等取引以外の取引に係るもの」が含まれ，ここでも経常費用だけではなく臨時損失も損金の

額に算入される． 
 このように，わが国の課税所得には経常利益以外に臨時利益も含まれていることから，純資

産増加説による包括的所得概念が採用されている．したがって当該事業年度内における資産の

増加をもたらした収益はすべて益金に，逆に資産の減少をもたらした費用や損失はすべて損金

にそれぞれ算入され，その差額である純資産増加額が課税所得として計算されることになる． 
 
３．３ キャッシュ・フロー概念 

 キャッシュ・フローが国際的に大きな注目を集めるきっかけとなったのは，1987年にアメリ

カ財務会計基準審議会（FASB）が公表した基準書第95号「キャッシュ・フロー計算書」（SFAS95）

であるが，ここではキャッシュの概念として「現金及び現金同等物（ cash and cash 
equivalents）」と定義している．「現金」は手元にある通貨だけではなく，銀行その他の金融機
関に対する要求払いの預金を含み（para.7），「現金同等物」は短期のきわめて流動性の高い投
資であるとして（para.8），一般に償還期日が３カ月以内に到来する投資がこの定義を満たすと
している． 
 これに対してわが国のキャッシュ・フロー計算書におけるキャッシュの定義は同様に「現金

及び現金同等物」であり，要求払い預金については「例えば，当座預金，普通預金，通知預金

が含まれる．」とし，また現金同等物については「例えば，取得日から満期日又は償還日までの

期間が三か月以内の短期投資である定期預金，譲渡性預金，コマーシャル・ペーパー，売戻し

条件付現先，公社債投資信託が含まれる．」と例示している．SFAS95との比較では，SFAS95

が現金同等物に当座借越を含めないのに対して，わが国では当座借越を含めるという相違点が

ある． 
 また，この他にも国際会計基準（IAS）等においてもキャッシュを「現金及び現金同等物」
と定義することで共通している． 
 ところで，企業が十分な利益を計上しながら運転資金や納税資金に不足を生じるケースがあ

るが，これを利益とキャッシュ・フローの関係でみてみると，通常，資金不足が生じる原因と

しては，固定資産投資に対する資金手当ての不足，棚卸資産や売上債権の増加が仕入債務増加

を上回ることにある11)．売上金額が伸びて仕入金額との差額が大きくなればなるほど会計利益

は大きくなるが，売掛金の回収（買掛金の支払）ができるまではキャッシュ・フローへの影響

はまったくない．したがって急激に成長している企業が，大規模な設備投資の実施や，売上の

増加に伴って売掛金を急激に増加させた場合にこのような資金不足現象が起こりがちであり，

その場合は運転資金や納税資金を借入によって賄うことが必要となる． 
 

                                                           
11) 染谷恭次郎（1999）p.60．参照． 
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３．４ 利益・所得とキャッシュ・フローの比較 

 次に具体的な数値を使って，税制と会計利益，課税所得，キャッシュ・フローの関係につい

て例示する12)．ここでは租税特別措置による初年度100％特別償却が認められるケース，すなわ

ち既述の政策的な配慮が採られた場合に，利益や課税所得，キャッシュ・フローがどのように

影響を受けるかということをあらわす． 
 ある企業が初年度600の投資を行い，３期にわたって1,000の税引前償却前利益を得ることが

できると仮定する．投資財に対する会計上の償却は３年の定額法（残存価値はゼロ）とするが，

租税特別措置として初年度100％の償却が認められる．利子率はｒ，法人税率をｔとする． 
 最初に資金の流出入であるキャッシュ・フローを考え，１期目から３期目までをそれぞれ

CF(1)，CF(2)，CF(3)とすると，初年度に投資額600が流出するため次のようになる． 
  CF(1)＝1,000－600，  CF(2)＝1,000，  CF(3)＝1,000 
これを利子率ｒで割り引いた３期間の税引前キャッシュ・フローの割引現在価値DCFBT は， 
   
                     …………………………………………… (a) 
  
となる13)． 
 次に法人税が課された場合の毎期のキャッシュ・フロー〔CF(1)，CF(2)，CF(3)〕を，定額
法によって償却した場合の計算は，毎期の利益1,000から減価償却費200を差引いた所得にｔの

率で課税されるため税引後で， 
  CF(1)＝1,000－600－ｔ(1,000－200) 
  CF(2)＝1,000－ｔ(1,000－200) 
  CF(3)＝1,000－ｔ(1,000－200) 
となり，３期間の税引後キャッシュ・フローの割引現在価値DCFAT は 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                           …………………………… (b) 
  
ただし， 
   
  
であり，これは３期にわたる減価償却費の割引現在価値を600で割ったものである． 
                                                           
12) 田近・油井（2000）pp.6-14．より引用． 
13) この例のように投資とリターンが同一決算期内であっても，本来，投資時点と稼得利益の生じる時点との間に
割引計算が必要であるが，後述する計算式と図表１の算定例を簡略化するため，初年度の割引を省略した. 
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 ここで(a)式と(b)式を比較すると(b)式のｚを除けば，(a)式に(1－ｔ)を乗じたものが(b)式とな
り，単純に税引前・税引後となるが，ｚに含まれる税引前利子率ｒ≧0であるためｚ≦1となり， 
           が成り立つ．つまりDCFBT に法人税が課されたDCFAT は，法人税が課

されない場合のDCFBT を法人税率ｔで割引いた金額以下となり，法人税が投資の収益率に負の

影響を与えるということである． 
 上記の設定に，法人税率（ｔ）を40%，利子率（ｒ）を３%と仮定した場合， 
 
                      ＝2,313 
 
 
 
ただし， 
 
 
したがって， 
   DCFBT × (1－0.4) ＝1,388 ＞ DCFAT 
となる． 
 一方，ｚ＝１は減価償却を耐用年数に応じて毎期償却するのではなく，投資時点で全額償却

費とするケースであり，この場合は          が成立し，投資に対して税制が影響

を与えないこととなる．つまり投資に対して初年度100%の即時償却が実施される場合において，
税制は投資に対して中立的となるのであり，その場合は期間損益計算上の所得に対して課税す

るのではなく，キャッシュ・フローに対して課税することと同義となる． 
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キャッシュ・フロー(1) 400 400 400

減価償却費 600 200 358

課税所得 400 800 642

法人税額 160 320 257

税引後利益 240 480 385

税引後ＣＦ(1) 240 80 143

キャッシュ・フロー(2) 1,000 1,000 1,000

減価償却費 0 200 166

課税所得 1,000 800 834

法人税額 400 320 334

税引後利益 600 480 500

税引後ＣＦ(2) 600 680 666

キャッシュ・フロー(3) 1,000 1,000 1,000

減価償却費 0 200 76

課税所得 1,000 800 924

法人税額 400 320 370

税引後利益 600 480 554

税引後ＣＦ(3) 600 680 630

1,440 1,440 1,440

904 915 910

1,356 1,344 1,350

*定率法（3年/0.536）の残存価額（60)は各期の償却費（322･149･69）により按分し費用化した．

③定率法(3年)による償却②定額法(3年)による償却①初年度全額償却

図表１　キャッシュ・フロー/利益/所得の算定例

税引後ＣＦの割引現在価値

1期目

2期目

3期目

法人税額の割引現在価値

税引後利益合計

 図表１ではここまでの設定を用いて，償却方法の違いでキャッシュ・フローと利益，所得の

算定がどのように異なるかをシミュレーションしている．まず税引前のキャッシュ・フローで

は，①初年度全額償却のケース，②定額法（３年）及び③定率法（３年）による償却のケース

のどちらも３期間を通して変わりないが，償却額の違いによって課税所得以下の計算結果に違

いが生じてくる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 税引後利益は②のケースでは３期とも一定（480）であるが，①のケースでは１期目が240，

２期目と３期目が600となり，１期目の法人税額が圧縮され２期目以降に課税が繰延べられる．

③のケースも同様に１期目が257，２期目が334，３期目が370と課税の繰延べが可能である．そ

の結果「法人税額の割引現在価値」は①のケースが一番小さくなり，次に③のケース，②のケ

ースの順で大きくなる．例えば①のケースは実際の租税政策として現在（H15/4/1～H18/3/31

に取得/製作/建設し、事業の用に供した取得価格30万円未満の減価償却資産に適用）も中小企

業に対して少額減価償却資産の即時償却という租税特別措置が講じられており，「……当該少額

減価償却資産の取得原価に相当する金額につき当該法人の事業の用に供した日を含む事業年度

において損金経理したときは，その損金経理をした金額は，当該事業年度の所得の金額の計算
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上，損金の額に算入する．」（措置法67の８第１項）と定められている．これは税制上のメリッ

ト（節税）によって投資を誘引するということと，中小企業に対する減税措置という効果を期

待する政策的配慮によるものであるが，前提条件として会計上の損金経理（費用計上）を求め

ており，結果的に企業会計に対して全額即時償却扱いを強制していると考えられる． 
 一方②のケースと③のケースは償却方法の選択による違いであるが，わが国では現在，建物

以外の有形減価償却資産は定額法・定率法のどちらかの償却方法を選択可能である．しかし法

人においては定率法による償却が一般的であり，定額法と比較して早期に償却が可能となるこ

とから課税が繰延べられる．さらに法定償却期間の途中で買い替えが必要になった場合でも，

早期に償却が進んでいるために，償却資産の更新によって旧資産の売却損や除却損といった特

別損失項目の金額の発生を抑制することも可能となる。しかし逆にインフレの場合には，償却

資産の再取得価額が上昇するために，定額法による償却では償却額不足となる点も十分考慮す

る必要がある．このように減価償却額の損金算入に関してみると，政策的な配慮による加速償

却等の経費処理の問題，そして償却方法の選択の問題など，税務会計上の節税動機が企業会計

に影響を与える可能性は否定できないといえる． 
 ここまで現状のトライアングル体制の下での逆基準性問題，投資に対する中立性の問題，さ

らに償却手続きに対する問題をみてきたが，これらを解決する一つの手段として，キャッシュ・

フローを課税ベースとする方法が考えられる．次章以降では現行法人所得税制からの移行とい

う観点から「キャッシュ・フロー法人税」について検証する． 
 
４．キャッシュ・フロー法人税 
 

４．１ 所得からキャッシュ・フローへの課税ベースの転換 
 キャッシュ・フロー法人税が注目を集めることとなったきっかけは，イギリスの『ミード報

告』（1978）14)であり，法人所得税を代替する新たな法人税制として提唱されたことによる．当

時のイギリスでは投資促進策を進めており，キャッシュ・フロー法人税が投資に対して中立的

であることや，所得計算上の恣意性やあいまいさのないキャッシュ・フローに課税ベースを求

めたことが背景としてあった． 
 King（1987）15)では法人所得税からキャッシュ・フロー法人税への移行のメリットについて

次の点を指摘している．まずキャッシュ・フロー法人税は，金融面と投資決定に関して中立で

ある．同時に，過去の投資によって，また通常の収益率での超過利潤によって，さらには海外

投資家からの投資活動などによって，政府への歳入が発生し続けるようにデザインが試みられ

ている．さらに魅力的な理由として，課税ベースのインフレに対し調整不要であり，そのため

現行法人税をキャッシュ・フロー法人税で代替する場合に複雑な償却の指標の設定が不要とな

る．理由は，課税ベースが資金収支の源泉と使途に基づくもので損益勘定に基づいてはいない

                                                           
14) Institute for Fiscal Studies (1978) The Structure and Reform of Direct Taxation: Report of a Committee 

Chaired by J.E. Mead, Allen and Unwin. 
15) King（1987）pp.379-382．参照． 
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流入 流出

実物取引 生産物の販売 原材料の購入
（Ｒベース） サービスの販売 賃金・給与及びその他のサービスの購入

固定資産の販売 固定資産の購入

金融取引 金融負債の増加 金融資産の増加
（Ｆベース） 金融資産の減少 金融負債の減少

受取利子 支払利子

資本取引 新株発行（増資） 自社株購入（減資）
（Ｓベース） 他社株式の売却 他社株式の購入

受取配当 支払配当

租税取引 租税還付 租税支払
（Ｔベース）

図表２　ミード報告による法人のキャッシュ・フロー分類

*Institute for Fiscal Studies (1978) （『ミード報告』）p.231.Table12.1 "Corporate flows of funds"より作成．

R
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S S

TT
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ためである．課税に「経済的利益」の計算は取り除かれ，真の減価償却尺度の必要性もなく、

またインフレの影響に対するいかなる調整も必要としない．課税の基本的原則は、真の経済的

活動から生じるネット・キャッシュ・フローに対する費用を企業に課すことである． 
 このように，キャッシュ・フロー法人税の最大のメリットは投資に対して中立的であるとい

うことである．損益計算を要する会計利益や所得への信頼性が揺らいでいる現在，キャッシュ・

フロー情報への需要が高まるにつれ，恣意性が入り込む余地のないキャッシュ・フロー・ベー

ス課税への関心も高まっているといえよう． 
 
４．２ キャッシュ・フロー法人税の課税ベース 

 本節ではキャッシュ・フロー法人税の課税ベースの算定にあたって，「ミード報告」でのキャ

ッシュ・フロー取引の分類や，仕組みについて検証する． 
 まず各取引の分類であるが，販売等による流入から購入等による流出を差し引いた実物取引

をＲベース（Ｒ－Ｒ
＿

 ），借入及び返済に金融資産の売買や利息の収支差額を加えた金融取引を
Ｆベース（Ｆ－Ｆ

＿
 ），自己株式発行や購入，他社株式の売買に配当収支を加えた資本取引をＳ

ベース（Ｓ－Ｓ
＿

 ），さらに租税の還付・納付の収支を租税取引Ｔベース（Ｔ－Ｔ
＿

 ）としている
（図表２参照）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ｒベースのキャッシュ・フロー法人税は，通常の営業活動から得られるキャッシュ・フロー

に投資活動によるキャッシュ・フローを加減したものである．ここでは減価償却という概念は

なく，投資時点で全額控除される一方で資産の売却による資金流入には課税されることとなる．
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したがって，投資に対する中立性は満たされるが，金融取引を含めないということは借入に対

する支払利息が控除されないことや，逆に実物取引がなくて金融取引のみによって収益を得て

いる企業（金融機関等）の課税ベースがゼロとなってしまう． 
 そこでＲベースに金融取引であるＦベースを加えたＲ＋Ｆベースも『ミード報告』で提案さ

れている．Ｒ＋Ｆベースでは借入による支払利子が控除されるが，借入元金の流入時点で課税

されることになるので，現在価値でみると借入による流入と返済（元金＋利子）による流出は

相殺されることとなる． 
 さらに資本取引による資金の流出入差額であるＳベースへの課税も可能であるが，企業の資

金流入総額（Ｒ＋Ｆ＋Ｓ＋Ｔ ）と資金流出総額（Ｒ
＿
＋Ｆ
＿
＋Ｓ
＿
＋Ｔ
＿

 ）がマクロ的には等しいた
め，Ｒ＋ＦベースはＳベース（Ｓ

＿
－Ｓ ）にＴベース（Ｔ

＿
－Ｔ ）を加えたものと同額となる．

したがって税抜き調整をすればＳベースはＲ＋Ｆベースと同じとみなせる． 
 
４．３ キャッシュ・フロー計算書とキャッシュ・フロー法人税の違い 

 キャッシュ・フロー計算書は，①営業活動からのキャッシュ・フロー，②投資活動からのキ

ャッシュ・フロー，③財務活動からのキャッシュ・フローに3分類する．しかしミード報告に
おけるＲベース，Ｒ＋Ｆベース，Ｓベースとは一致しておらず，同じキャッシュ取引でも両者

で異なる分類となるケースがある．中でも，ミード報告では金融取引（Ｆ）に含まれる受取利

息・配当金・支払利子がキャッシュ・フロー計算書では営業活動に含まれる．さらにミード報

告で実物取引（Ｒ）に含まれる固定資産の購入・売却がキャッシュ・フロー計算書では投資活

動からのキャッシュ・フローとして独立した分類になっている． 
 この点に関しては，キャッシュ・フロー計算書を第３の財務諸表として他の２つの財務諸表

（貸借対照表・損益計算書）との親和性や，従来の資金計算書からの移行の容易性について考

慮された結果であると解釈できるが，キャッシュ・フロー・ベースの課税を考えた場合には問

題は多い．つまり投資を実物取引から除外すると，投資に対する中立性というキャッシュ・フ

ロー法人税が持つ最大のメリットを活かせなくなるし，投資活動を課税ベースに入れると，貸

付金は投資活動であるのに借入金は財務活動に含まれ，同じ金融取引でも貸借が異なることで

課税計算における取り扱いがアンバランスになってしまう．キャッシュ・フロー計算書の枠組

みを形作ったFASBは会計基準を審議する機関であり，税に対する認識が希薄であった点は否
定できない，とする戸谷（1994）の主張はこの問題を指摘している． 
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５．キャッシュ・フロー法人税課税ベースの試算 
 

５．１ 課税ベース試算方法 
 ここでは貸借対照表・損益計算書の各勘定項目からキャッシュ・フロー法人税の課税ベース

を試算するための方法を示す16)． 
 手順としては，貸借対照表・損益計算書の各勘定項目をもとにキャッシュ・フロー法人税が

試算できるように，貸借対照表の資産・負債・資本のバランスからキャッシュ・フロー法人税

の恒等式を導く．また発生主義の会計データと実現主義のキャッシュ・フロー・データの差額

を調整する，という作業が必要となる（補論参照）． 
 利用するデータは「日経財務データ《連結》2004年版」である．日経財務データには，上場

会社を中心に貸借対照表，損益計算書，キャッシュ・フロー計算書，その他の経営指標を含め

て１社１年度当たり800以上のデータが含まれている． 
 今回の試算では，1996年３月（1995年４月～1996年３月）決算期から，2004年３月（2003年

４月～2004年３月）決算期までの９期間を対象に，日経財務データによる32業種で欠落データ

除外後，延べ22,003社を対象にデータ・ベースを作成した．さらにこれを基に各個別企業の９

期間の必要なデータを抽出し，キャッシュ・フロー法人税の課税ベースを試算した．また現行

法人税制との比較のため，損益計算書データの「法人税・住民税及び事業税合計」の額に「法

人税等調整額」を加減したものを現行の法人税額（＋事業税額）として計算した17)．計算結果

はまず業種別に集計し（図表５－１～３参照），これらを合計して全業種の結果としている． 
 
５．２ 試算結果と考察 
 図表３に全サンプルの試算結果を示している．①から③はそれぞれＲベース（実物取引）・Ｆ

ベース（金融取引）・Ｒ＋Ｆベース（実物＋金融取引）のキャッシュ・フロー合計金額で，④は

本来法人税等の課税所得を提示すべきであるが，データの制約上，納税額である「法人税等（税

効果等調整済み）」の合計金額を示し，各キャッシュ・フロー・ベースの金額が「法人税等」に

対する割合（％），いわば税率を計算している． 
 ａ．まず個々の動きをみると，「法人税等」は2000年から2002年までの３年間が他の期間より

も税額が大きくなってはいるものの，他のキャッシュ・フロー・ベースと比較するとかなり安

定している．また，ここで国税庁による法人税額のデータと比較すると，サンプルが全数デー

タではないため，金額的には10～30％程度の差異はあるものの，増減のトレンドは類似してお

り，今回のサンプル・データを用いた試算結果によるわが国法人のキャッシュ・フロー・ベー

ス課税シミュレーションにもある程度の裏づけが得られるものと推定できる．

                                                           
16) 現況では「キャッシュ・フロー計算書」が公表されているのであるから，そこからのアプローチも可能
であるが，データの蓄積期間が短いことから今後の課題とし，田近・油井（2000）の間接法にしたがっ
て課税ベースを試算した． 

17) 本来は事業税を分離すべきであるが，データの制約上分離不可能なため，便宜上，法人税等に事業税を
加えた税額を現行所得税制の税額とした． 



税務会計とキャッシュ・フロー法人税 

―  ― 31

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 合計

① Rベース 6,685 10,139 10,668 17,437 18,372 17,383 16,272 41,762 31,322 170,039

④/① 121% 90% 82% 51% 69% 85% 94% 24% 32% 57%

② Fベース 16,143 13,073 15,655 -1,032 -3,552 16,173 -3,871 -14,640 -6,385 31,565

③ R+Fベース 22,828 23,213 26,323 16,405 14,820 33,556 12,401 27,123 24,937 201,604

④/③ 35% 39% 33% 55% 86% 44% 123% 37% 40% 48%

④ 法人税等 8,069 9,145 8,709 8,971 12,727 14,833 15,254 10,016 9,918 97,641

企業数 1,911 2,088 2,189 2,271 2,406 2,694 2,796 2,829 2,819 22,003

（単位）：10億円

図表３　全社のキャッシュ・フロー法人税課税ベースと法人税等の額

図表４　キャッシュ・フロー法人税の課税ベースと法人税等の額
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 ｂ．Ｒベースでは，1996年から2002年までは「法人税等」に金額及びトレンドは類似するも

のの，2003年及び2004年の乖離はかなり大きくなっている．対「法人税等」の比率でみると，

最低が2003年の24％で最高が1996年の121％となっている．キャッシュ・フロー・ベースでみる

と，この期間は業績が向上している一方，新たな設備投資には消極的であったことが推定され

る． 
 ｃ．一方Ｆベースはプラスの年度が４期，マイナスの年度が５期と変動が激しい．金融取引

に関しても，新規に借入を起した年度に借入総額がキャッシュ・イン・フローとして計上され

るので，変動が激しくなると考えられ，1996年から1998年までと2001年には新規借入が大きか

ったことがわかる．また2003～2004年はＲベースの金額が大きいことから業績が大幅に向上し

たものの，新たな借入は控えて既存の借入の返済が行われたことを明示している． 
 ｄ．2003年から2004年にかけて，ＲベースとＦベースが全く逆の動きをして，その結果，相

殺されたキャッシュ・フロー額がＲ＋Ｆベースとして示されるような兆候も見られる．この現

象は図表５－２で示した22)小売業でも顕著であることから，ミード報告の問題と指摘されてい
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る点で，現金による売上や仕入がＲベースとＦベースでは同額で貸借逆の取り扱いとなること

が影響を与えている可能性がある18)． 

 ｅ．そして，９期間の合計でみた場合，現行の法人税等と同等の税収を得るためには，Ｒベ

ースで57％，Ｒ＋Ｆベースで48％の税率に設定する必要があるという結果となった． 
 ｆ．次に，業種別の試算結果では，マイナスとなった年度がＲベースで業種別年度別で延べ

297期中31期，Ｒ＋Ｆベースで同14期存在した．個別にみてマイナスの年度が多い業種は，Ｒベ

ースで6)石油が４期，3)パルプと7)ゴムが３期，他に2)繊維，8)窯業，9)鉄鋼，27)海運，30)通信

の各業種が２期，Ｒ＋Ｆベースでも6)石油，8)窯業がマイナスの年度が２期と多かった．しか

しこれらの業種は「法人税等」でみると，年度によってそれほど大きな変動はない．にもかか

わらずキャッシュ・フロー・ベースでみるとかなり変動が激しい．理由として考えられるのは，

これらの業種ではまとまった設備投資を必要とするために，Ｒベースでは投資の全額控除によ

ってマイナスの課税ベースとなってしまうということである．そしてＦベースの借入によるキ

ャッシュ・イン・フローによる相殺によって，多くはＲ＋Ｆベースでプラスとなるが，マイナ

スの課税ベースとなる業種も多い．また，ここでは業種ごとの集計値を示しているため，各業

種の個別企業でみるとＲ＋Ｆベースでもマイナスになる企業はかなり多くなるであろう．その

場合，キャッシュ・フロー法人税では税の還付が必要となる．つまり政府は企業の投資に対す

る税の控除や還付を通してスポンサーの役割を果たすことになる．しかし翌年以降は，その投

資から得られる収益によって税収が見込めることとなる． 
 ｇ．キャッシュ・フロー法人税で業種別に異なる税率というのは非現実的であるが，現行税

制との比較という意味で，現行の「法人税等」と同等の税収を確保するための税率を業種別で

確認する．Ｒベースで6)石油が-242%とかなり大きな還付が発生することとなるが，Ｒ＋Ｆベ
ースでは37％と，他業種よりもやや低めの税率となる．またＲベースで100％を超える業種は，

3)パルプ紙の206％，19)鉱業の113％，10)非鉄金属の101％であるが，Ｒ＋Ｆベースでは34～68％

となり，かなりの割合で相殺される． 
 ｈ．逆にＲベースよりもＲ＋Ｆベースの税率が高くなる業種は30)通信の108％，33)サービス

の100％，16)精密機械の83％，3)医薬品の77％，12)電気の67％となっている．これらの業種は

設備投資も旺盛であるが，金融取引では借入の返済が進んでいると考えられる． 
 ｉ．またキャッシュ・フロー法人税の弱点として，Ｒベースでは金融取引に対して課税がほ

とんど不可能となるために，金融業に対してはＲベースではなく，Ｒ＋Ｆベースでの課税が必

要になると考えられる．しかし今回のサンプルに含まれる23)その他金融業については，消費者

金融業，投資会社などは含まれるものの，銀行等の一般的な金融機関は含まれず，主にリース

業などの企業が多いためにＲベースでも率でみると若干低くなるものの，他の業種と比較して

も遜色のない課税ベースとなっている． 
 

                                                           
18) 戸谷裕之（1996）pp.180-181．参照． 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 合計 ％
1 Rベース 381,245 405,624 232,942 658,066 597,346 408,950 398,439 934,647 954,974 4,972,233 73

Fベース 339,681 306,111 314,351 -46,139 -339,992 312,756 170,515 -332,240 -247,046 477,997 759

R+Fベース 720,926 711,735 547,293 611,927 257,354 721,706 568,954 602,407 707,928 5,450,230 67

法人税等 349,460 343,035 295,269 377,697 490,807 548,674 400,581 373,716 447,797 3,627,036

企業数 97 105 105 108 112 124 123 122 125 1,021

2 Rベース 79,500 202,658 189,158 239,207 -226,051 131,996 -46,665 354,879 310,011 1,234,693 90

Fベース 182,737 81,206 173,431 5,644 183,533 403,528 94,213 -104,245 33,323 1,053,370 106

R+Fベース 262,237 283,864 362,589 244,851 -42,518 535,524 47,548 250,634 343,334 2,288,063 49

法人税等 98,889 109,089 97,042 76,462 161,702 155,786 115,042 144,639 154,813 1,113,464

企業数 58 62 64 65 68 76 74 75 71 613

3 Rベース -100,644 -451,715 184,691 412 -12,630 270,709 65,688 296,781 3,780 257,072 206

Fベース 228,149 593,158 141,443 83,395 14,657 50,207 169,069 -100,008 138,090 1,318,160 40

R+Fベース 127,505 141,443 326,134 83,807 2,027 320,916 234,757 196,773 141,870 1,575,232 34

法人税等 79,716 56,466 43,188 49,723 30,258 124,773 41,389 62,006 41,083 528,602

企業数 18 17 18 18 17 22 21 20 19 170

4 Rベース 676,560 791,461 -185,485 983,278 1,457,741 521,508 757,302 2,329,877 1,563,982 8,896,224 68

Fベース 421,761 538,101 1,199,839 -352,570 -896,394 897,114 -45,722 -641,759 -368,703 751,667 800

R+Fベース 1,098,321 1,329,562 1,014,354 630,708 561,347 1,418,622 711,580 1,688,118 1,195,279 9,647,891 62

法人税等 534,864 616,308 536,525 503,186 826,402 1,042,429 797,402 617,259 537,691 6,012,066

企業数 148 157 159 165 168 185 189 188 179 1,538

5 Rベース 506,583 553,521 507,770 516,357 712,323 890,567 922,049 1,113,828 1,125,826 6,848,824 58

Fベース -110,848 -117,160 -88,621 -130,173 -453,344 344,973 -329,765 -611,469 -166,388 -1,662,795 -241

R+Fベース 395,735 436,361 419,149 386,184 258,979 1,235,540 592,284 502,359 959,438 5,186,029 77

法人税等 306,225 337,616 374,708 337,584 440,615 639,690 515,970 572,236 479,909 4,004,553

企業数 30 30 31 32 34 40 42 41 40 320

6 Rベース -68,009 -417,266 137,923 146,905 -574,425 -228,693 427,102 103,643 271,552 -201,268 -242

Fベース 393,810 711,262 101,262 -109,891 406,175 69,051 -135,637 156,460 -70,582 1,521,910 32

R+Fベース 325,801 293,996 239,185 37,014 -168,250 -159,642 291,465 260,103 200,970 1,320,642 37

法人税等 65,981 46,322 44,625 24,567 33,243 28,412 101,718 26,134 116,702 487,704

企業数 8 9 9 9 8 9 8 9 11 80

7 Rベース 190,511 35,515 -5,507 235,895 488,254 -29,530 -10,597 414,358 249,829 1,568,728 61

Fベース 16,649 98,156 145,402 -38,035 -156,477 143,585 -110,456 -79,734 76,320 95,410 1011

R+Fベース 207,160 133,671 139,895 197,860 331,777 114,055 -121,053 334,624 326,149 1,664,138 58

法人税等 90,910 125,676 153,700 97,845 146,484 139,754 204,391 -4,923 10,476 964,313

企業数 22 23 23 23 23 25 24 24 24 211

8 Rベース 42,080 167,115 204,558 -330,735 101,062 164,183 -29,157 563,798 462,800 1,345,704 83

Fベース 190,055 206,846 217,964 321,839 -214,088 612,054 241,829 -331,693 -183,313 1,061,493 105

R+Fベース 232,135 373,961 422,522 -8,896 -113,026 776,237 212,672 232,105 279,487 2,407,197 46

法人税等 105,659 145,768 116,732 81,690 184,731 203,002 117,532 73,500 83,658 1,112,272

企業数 41 47 49 49 50 54 52 52 49 443

9 Rベース 92,437 236,416 169,124 -318,314 -420,387 459,965 319,017 866,354 54,398 1,459,010 77

Fベース 339,482 86,764 386,618 21,390 1,114,473 431,425 -63,641 -533,426 637,271 2,420,356 47

R+Fベース 431,919 323,180 555,742 -296,924 694,086 891,390 255,376 332,928 691,669 3,879,366 29

法人税等 76,254 91,034 106,230 167,927 183,623 212,581 140,992 90,677 57,852 1,127,170

企業数 48 53 53 53 51 55 56 55 55 479

10 Rベース 62,457 151,878 96,126 424,911 241,352 189,177 -158,847 550,246 387,349 1,944,649 101

Fベース 262,798 298,184 464,036 -31,826 -223,029 572,554 118,232 -312,370 -76,293 1,072,286 184

R+Fベース 325,255 450,062 560,162 393,085 18,323 761,731 -40,615 237,876 311,056 3,016,935 65

法人税等 173,333 214,677 165,628 155,914 292,536 402,829 227,600 190,722 148,084 1,971,323

企業数 94 100 105 110 112 118 119 119 114 991

11 Rベース 355,209 68,800 -70,269 517,624 600,198 882,557 438,312 1,307,211 1,258,841 5,358,483 79

Fベース 286,124 568,040 1,333,307 478,030 -440,973 890,242 77,068 -454,235 -336,537 2,401,066 177

R+Fベース 641,333 636,840 1,263,038 995,654 159,225 1,772,799 515,380 852,976 922,304 7,759,549 55

法人税等 440,999 502,150 394,151 408,946 647,762 651,495 431,853 364,433 401,795 4,243,584

企業数 152 173 178 184 192 205 206 205 190 1,685
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 合計 ％
12 Rベース 820,342 1,586,572 2,087,876 3,281,810 4,911,487 2,031,090 1,010,509 7,836,978 2,658,994 26,225,658 62

Fベース 1,565,973 574,598 1,592,159 -1,796,587 -1,650,552 1,557,108 -233,082 -3,093,007 -204,495 -1,687,885 -968

R+Fベース 2,386,315 2,161,170 3,680,035 1,485,223 3,260,935 3,588,198 777,427 4,743,971 2,454,499 24,537,773 67

法人税等 1,813,737 2,010,810 1,794,560 1,392,864 1,971,317 2,168,190 2,407,090 1,568,523 1,213,127 16,340,218

企業数 229 240 247 253 262 277 281 277 277 2,343

13 Rベース 135,397 11,332 27,691 48,879 34,319 32,026 143,695 -4,519 135,515 564,335 69

Fベース 19,793 14,184 57,414 30,969 -161,758 238,711 -31,327 -66,008 -50,946 51,032 758

R+Fベース 155,190 25,516 85,105 79,848 -127,439 270,737 112,368 -70,527 84,569 615,367 63

法人税等 44,908 42,171 34,804 24,442 95,411 36,285 20,506 29,558 58,713 386,798

企業数 6 6 6 6 7 7 7 7 7 59

14 Rベース -263,962 825,818 318,506 3,254,853 728,467 1,090,930 1,167,512 3,467,778 3,292,776 13,882,678 64

Fベース 964,617 682,906 2,021,237 -701,943 -794,608 557,949 -851,692 -313,629 -970,786 594,051 1494

R+Fベース 700,655 1,508,724 2,339,743 2,552,910 -66,141 1,648,879 315,820 3,154,149 2,321,990 14,476,729 61

法人税等 439,680 863,674 719,645 839,595 1,092,837 1,598,514 1,473,302 1,082,007 764,544 8,873,798

企業数 64 69 73 76 80 82 83 82 81 690

15 Rベース 35,969 11,482 24,493 10,352 61,227 -3,091 42,626 76,747 58,163 317,968 47

Fベース 12,925 5,925 41,054 19,989 -33,160 56,377 -33,632 -27,720 4,732 46,490 324

R+Fベース 48,894 17,407 65,547 30,341 28,067 53,286 8,994 49,027 62,895 364,458 41

法人税等 15,222 18,579 15,631 15,947 25,839 12,788 15,463 11,349 19,859 150,677

企業数 15 17 18 18 18 19 20 17 16 158

16 Rベース 64,715 211,904 270,711 346,340 526,488 76,881 255,885 939,056 461,865 3,153,845 66

Fベース 90,325 123,353 -39,100 -232,492 -249,610 409,416 -238,761 -309,575 -199,988 -646,432 -322

R+Fベース 155,040 335,257 231,611 113,848 276,878 486,297 17,124 629,481 261,877 2,507,413 83

法人税等 162,424 220,266 218,948 176,384 265,343 357,897 219,737 259,122 202,222 2,082,343

企業数 38 41 42 44 45 45 48 50 53 406

17 Rベース 190,912 189,676 182,629 233,590 280,900 208,147 297,431 507,949 446,758 2,537,992 66

Fベース 15,380 10,393 132,477 4,509 -166,546 25,606 -66,812 -39,951 -62,236 -147,180 -1135

R+Fベース 206,292 200,069 315,106 238,099 114,354 233,753 230,619 467,998 384,522 2,390,812 70

法人税等 167,608 206,665 186,909 162,288 208,210 232,960 177,895 168,851 159,424 1,670,810

企業数 63 73 80 82 84 94 97 97 99 769

18 Rベース 34,402 4,957 46,678 24,634 -2,056 20,107 8,840 50,322 31,920 219,804 62

Fベース 10,824 46,515 9,258 -9,939 49,258 52,319 9,915 -8,128 2,625 162,647 84

R+Fベース 45,226 51,472 55,936 14,695 47,202 72,426 18,755 42,194 34,545 382,451 36

法人税等 10,313 10,276 13,195 9,477 20,940 19,667 20,910 20,548 11,004 136,330

企業数 6 7 8 6 7 10 9 9 9 71

19 Rベース 44,737 62,744 57,300 51,090 52,341 11,501 57,367 25,033 53,585 415,698 113

Fベース 36,313 32,844 40,091 6,295 37,241 67,179 60,450 19,036 -24,399 275,050 171

R+Fベース 81,050 95,588 97,391 57,385 89,582 78,680 117,817 44,069 29,186 690,748 68

法人税等 50,544 70,697 68,360 44,333 59,035 59,052 54,232 56,637 7,674 470,564

企業数 9 9 10 10 10 11 11 12 10 92

20 Rベース 1,204,055 1,194,542 727,301 1,853,534 279,779 2,681,229 1,054,345 1,639,837 1,978,883 12,613,505 29

Fベース 364,213 6,365 254,609 -860,738 229,201 -323,510 -883,354 -1,485,197 -1,026,336 -3,724,747 -99

R+Fベース 1,568,268 1,200,907 981,910 992,796 508,980 2,357,719 170,991 154,640 952,547 8,888,758 42

法人税等 447,587 436,356 346,445 481,693 535,276 682,309 547,538 169,534 52,227 3,698,965

企業数 112 129 139 150 169 199 197 193 185 1,473

21 Rベース 67,605 24,134 314,827 641,882 774,133 1,393,302 1,929,665 1,655,778 1,130,405 7,931,731 73

Fベース 2,497,326 2,541,669 2,101,946 1,696,882 530,807 3,235,129 -442,011 -809,151 -867,809 10,484,788 55

R+Fベース 2,564,931 2,565,803 2,416,773 2,338,764 1,304,940 4,628,431 1,487,654 846,627 262,596 18,416,519 31

法人税等 474,504 481,418 511,823 563,849 901,081 1,015,235 801,541 413,578 626,343 5,789,372

企業数 218 247 258 268 289 326 342 339 342 2,629

22 Rベース 608,838 409,975 642,596 525,917 186,186 -418,268 1,038,816 1,391,084 1,306,586 5,691,730 73

Fベース 440,786 375,948 34,251 60,263 -160,893 997,024 -362,631 -659,828 -20,460 704,460 588

R+Fベース 1,049,624 785,923 676,847 586,180 25,293 578,756 676,185 731,256 1,286,126 6,396,190 65

法人税等 334,387 436,323 402,969 442,441 475,987 491,952 598,861 440,605 515,472 4,138,997

企業数 91 107 116 121 134 148 168 173 179 1,237
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 合計 ％
23 Rベース -2,573,372 144,886 -297,090 720,244 2,312,339 196,520 1,477,975 3,386,311 732,741 6,100,554 44

Fベース 3,034,471 81,956 704,651 -317,561 -291,926 1,737,694 -519,506 -2,034,348 1,943,887 4,339,318 62

R+Fベース 461,099 226,842 407,561 402,683 2,020,413 1,934,214 958,469 1,351,963 2,676,628 10,439,872 26

法人税等 146,902 157,470 169,967 218,030 319,835 407,584 469,532 413,543 407,681 2,710,544

企業数 25 24 26 26 27 39 43 49 50 309

24 Rベース 1,060,645 674,991 254,217 37,500 141,411 614,094 -1,161,234 1,479,057 911,147 4,011,828 26

Fベース -38,767 8,119 681,450 554,771 633,225 464,562 718,047 -877,794 -227,401 1,916,212 54

R+Fベース 1,021,878 683,110 935,667 592,271 774,636 1,078,656 -443,187 601,263 683,746 5,928,040 18

法人税等 79,877 69,947 92,851 81,999 151,638 137,722 227,220 74,671 125,589 1,041,514

企業数 39 43 43 45 48 60 62 67 68 475

25 Rベース 771,298 1,043,919 860,882 348,891 401,716 1,201,273 318,857 1,557,279 2,002,983 8,507,098 38

Fベース 992,280 1,116,122 1,136,226 1,537,916 1,252,873 441,741 446,515 -92,851 -445,600 6,385,222 50

R+Fベース 1,763,578 2,160,041 1,997,108 1,886,807 1,654,589 1,643,014 765,372 1,464,428 1,557,383 14,892,320 21

法人税等 203,806 201,779 171,844 186,883 341,040 492,228 507,130 576,064 511,408 3,192,182

企業数 33 33 33 33 33 35 35 35 34 304

26 Rベース 87,154 83,050 57,136 109,285 56,594 109,137 170,234 201,943 142,152 1,016,685 86

Fベース 40,843 43,761 3,386 14,497 -23,679 5,933 -79,104 -44,645 -35,605 -74,613 -1166

R+Fベース 127,997 126,811 60,522 123,782 32,915 115,070 91,130 157,298 106,547 942,072 92

法人税等 69,796 81,954 70,066 79,259 100,512 210,742 92,110 74,915 90,274 869,628

企業数 23 27 29 30 32 33 32 32 33 271

27 Rベース -114,992 -134,730 3,291 212,967 140,775 217,259 264,716 218,462 408,172 1,215,920 32

Fベース 368,922 378,936 184,960 22,280 112,631 45,503 -41,302 -100,073 -140,308 831,549 46

R+Fベース 253,930 244,206 188,251 235,247 253,406 262,762 223,414 118,389 267,864 2,047,469 19

法人税等 18,639 19,754 26,823 30,254 36,651 79,758 22,319 43,196 108,891 386,285

企業数 24 24 23 22 20 19 20 19 19 190

28 Rベース 134,061 146,977 -50,283 156,420 12,873 261,319 -50,001 135,997 66,868 814,231 28

Fベース 140,304 132,125 284,523 -27,043 61,377 -94,440 116,048 -32,244 86,845 667,495 34

R+Fベース 274,365 279,102 234,240 129,377 74,250 166,879 66,047 103,753 153,713 1,481,726 15

法人税等 13,997 12,540 8,252 5,702 30,504 56,385 30,621 59,803 10,284 228,088

企業数 6 6 6 6 6 7 5 6 7 55

29 Rベース 52,965 21,090 22,614 63,011 39,867 84,389 50,065 77,619 75,713 487,333 66

Fベース 14,384 20,173 45,125 4,940 10,795 37,509 -10,573 -32,439 14,639 104,553 306

R+Fベース 67,349 41,263 67,739 67,951 50,662 121,898 39,492 45,180 90,352 591,886 54

法人税等 31,675 30,592 26,562 26,703 35,920 51,368 32,948 41,942 42,532 320,242

企業数 24 26 25 25 27 36 37 37 38 275

30 Rベース 367,269 113,448 595,631 -140,635 1,436,188 -119,758 1,450,049 4,330,243 3,755,699 11,788,134 75

Fベース 116,335 1,178,282 584,552 -2,885,025 -1,025,910 2,118,233 -1,295,709 -780,247 -1,614,487 -3,603,976 -246

R+Fベース 483,604 1,291,730 1,180,183 -3,025,660 410,278 1,998,475 154,340 3,549,996 2,141,212 8,184,158 108

法人税等 321,398 411,698 564,055 892,737 1,303,783 968,776 2,881,635 415,190 1,111,009 8,870,281

企業数 12 13 14 17 17 20 24 24 25 166

31 Rベース 937,914 1,087,718 2,132,780 2,046,399 2,447,766 2,932,439 2,398,994 2,731,049 3,343,887 20,058,946 22

Fベース 2,755,762 2,303,834 1,360,710 1,328,007 -206,931 -260,715 -6,623 -536,265 -1,541,217 5,196,562 85

R+Fベース 3,693,676 3,391,552 3,493,490 3,374,406 2,240,835 2,671,724 2,392,371 2,194,784 1,802,670 25,255,508 18

法人税等 457,188 343,296 386,145 382,532 635,150 476,227 515,180 619,214 615,829 4,430,761

企業数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90

32 Rベース 86,563 53,090 127,261 210,224 89,694 268,125 316,599 243,978 376,902 1,772,436 38

Fベース 129,795 124,534 107,966 34,912 -13,037 57,264 -99,613 -70,834 -82,553 188,434 356

R+Fベース 216,358 177,624 235,227 245,136 76,657 325,389 216,986 173,144 294,349 1,960,870 34

法人税等 53,306 50,306 54,461 69,324 60,705 82,591 91,706 91,433 116,684 670,516

企業数 9 10 10 10 10 10 12 13 13 97

33 Rベース 714,119 627,507 799,529 325,898 494,577 832,788 946,105 978,848 1,307,011 7,026,382 85

Fベース 19,897 -99,796 -72,732 281,709 -685,178 18,858 -211,759 99,870 -359,348 -1,008,479 -594

R+Fベース 734,016 527,711 726,797 607,607 -190,601 851,646 734,346 1,078,718 947,663 6,017,903 100

法人税等 389,001 380,133 496,610 563,077 621,817 1,045,215 951,923 875,372 666,947 5,990,095

企業数 139 151 179 197 236 294 339 371 387 2,293
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Ⅵ．おわりに 
 
 本稿ではまず，わが国の会計制度を支えるトライアングル体制や確定決算主義による逆基準

性の弊害と，会計利益や課税所得の恣意性の問題等を指摘した．しかしこれらの問題はあくま

で現行制度の一側面であり，これらを理由にただちに制度改革が必要であるとかあらたな仕組

みに変更しなければいけないというものではない．これまでの会計制度や課税制度はそれぞれ

の時代や社会，文化に合わせて進化してきた結果であるともいえるからである． 
 しかし近年，会計を取り巻く情勢は大きく変わりつつある．その中でも国際的調和化の流れ

は激しく，海外で積極的に活動するわが国企業を支え，逆に海外から国内への投資を積極的に

呼び込むためには，国際的な比較可能性を担保するという観点で会計や税制を見直していく必

要がある．もちろんわが国でも会計ビッグバンを経て新たにキャッシュ・フロー計算書が第3
の財務諸表として加えられ，有価証券の時価評価や税効果会計，減損会計等が導入され，国際

化に対応するための会計制度改革は加速度をつけて進んでいる．しかしながらまだまだ残され

た課題も多く，そのうちのいくつかの問題を解決するための一つの案としてキャッシュ・フロ

ー法人税への移行についての検証を試みた． 
 2004年３月期決算までの９年間でみると，現行の法人所得ベースの課税と同等の税収を得る

ためには，Ｒベースで57％，Ｒ＋Ｆベースで47％の税率で課税する必要があると試算された．

現行の法人実効税率である40.86%と比較するとＲベースでは増税感が強くなり，さらに個別企
業でみたときの毎期の変動額がかなり大きくなると予想されるが，Ｒ＋Ｆベースでみた場合に

は税率も現行と比較してさほど高くはならないという結果を得た． 
 しかしこれを実際に現行所得税制からの移行という観点からみた場合にはかなり大きなハー

ドルがある．King（1987）は移行時の問題点として，既存の固定資産残高の取り扱いについて

指摘している．キャッシュ・フロー法人税では固定資産投資額が初年度全額控除となるので，

新たにキャッシュ・フロー法人税に移行する場合に，既存の固定資産簿価については移行時点

での全額控除が望ましい．しかしその場合に課税ベースが大きく浸食され，結果的に税収がか

なり落ち込むことが予想される19)．さらに，既存固定資産に対する投資控除の繰延等によって

この問題を解決したとしても，キャッシュ・フロー法人税の施行を公布してから実際に施行す

るまでの期間，投資が見合わせられることで経済に対してかなり深刻な影響を与えることも予

想される． 
 また，移行以前の問題であるかもしれないが，一般に古い制度から新しい制度への変更には

強い反発が起こりやすい．特に税制に関しては消費税の導入を例として，かなり長い検討・準

備が必要となる．この点は，「旧税はすべて良税であり新税はすべて悪税である」ということば

にも表現されている． 
 一方，近年ではオーストラリアにおいて『ラルフ報告書』（1999）20)が「キャッシュ・フロー・

                                                           
19) King（1987）pp.390-394．参照． 
20) The Treasury, Australian Government (1999) Review of Business Taxation, A Tax System Redesigned. 

http://www.rbt.treasury.gov.au/より閲覧可能． 
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担税価値アプローチ」を提唱し，キャッシュ・フローを課税ベースとする案が示され注目を集

めた．この案では５つの財務諸表が必要とされており，まず損益計算書によって計算された税

引前利益に対して，キャッシュ・フローに換算するための調整や税額計算の調整を加えて課税

額を算出するという手続きとなる．したがって，わが国の法人所得税と同様に会計利益からの

組み換えや調整による課税計算といった感が強くなるが，現行システムからのスムーズな移行

という観点からは納税者にとっての負担はそれほどが大きくないと考えられる． 
 最後に，今回検証できなかったのが国際課税の問題である．キャッシュ・フロー法人税は投

資税額控除となるため，海外からの投資も含めて国内投資はすべて控除されることになる．逆

に日本企業が海外で課税された税額に対しては外国税額控除によって国内の課税額から控除す

る必要がある．その結果，自国のみがキャッシュ・フロー法人税を導入した場合はかなりの税

収ロスが予想される．逆にすべての国がキャッシュ・フロー法人税を導入することは現実的で

はない．この問題も今後十分な検討が必要である． 
 このように現行の所得課税からキャッシュ・フロー法人税への実際の移行を考えると課題は

多い．しかし近年の会計情報分析におけるキャッシュ・フロー情報に対する有用性の高まりと，

企業経営におけるキャッシュ・フロー重視の方向性は明らかに力強さを増している．キャッシ

ュ・フロー情報への理解と関心が高まっている現在，キャッシュ・フロー・ベースに対する課

税という考え方は十分検討に値すると考えられる． 
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（補論） 
 
キャッシュ・フロー法人税ベースへの組み替え 
 
 まず貸借対照表から次の関係が成り立つ． 
 
   資産（Ａ）＝負債（Ｌ）＋資本（Ｋ）＋ 未処分利益 
 
ただし，Ｋは資本の部から当期未処分利益を除いたものである． 
 
 次に対前期差額を⊿で示すと， 
 
   ⊿Ａ＝⊿Ｌ＋⊿Ｋ＋⊿未処分利益 ………………………………………………  (1) 
 
 また，前期の未処分利益は決算確定後の利益処分で，配当や役員賞与として社外流出すると
ともに社内留保として利益準備金などに積み立てられた残りが，次期への繰越利益となる． 
 
   前期の未処分利益＝（配当）＋（役員賞与）＋（準備金等積立額） 
            ＋（当期への繰越利益） …………………………………  (2) 
 
 当期の未処分利益は当期の税引後利益に前期繰越利益や任意積立金取崩額を加え，当期の中
間配当及び中間配当利益準備金を差し引いたものである． 
 
   当期の未処分利益＝（税引後利益）＋（前期からの繰越利益）＋（任意積立金取崩額等） 
            －（中間配当）－（中間配当利益準備金） ……………  (3) 
 
 したがって(1)式の左辺に｛(3)式－(2)式｝を代入して（税引後利益）を（税引前利益）＋（法
人税）で表すと次式が導かれる． 
 
   ［（税引前利益）－（前期役員賞与）］＋［－⊿Ａ＋⊿Ｌ］ 
   ＋［｛⊿Ｋ＋（任意積立金取崩額）－（前期準備金等積立額） 
   －（中間配当利益準備金）｝－｛（中間配当）＋（前期配当）｝］ 
   ＋［租税還付－法人税等］＝０ …………………………………………………  (4) 
 
 ここで(4)式の第２項がＲベース，第２項がＦベース，第３項がＳベース（符号は逆），第４
項がＴベースに対応する． 
 
固定資産取得額の算定 
 
 貸借対照表の固定資産残高は，取得原価から減価償却を控除した額となるので，期末残高は
次式であらわされる． 
 
   期末残高＝期首残高＋資産購入額（時価）－資産処分額（簿価）－減価償却費 …… (5) 
 
 キャッシュ・フロー法人税ベースでは固定資産の購入額，売却額がいずれも時価評価される
ため，キャッシュ・フロー上の固定資産購入額は次式となる． 
 
   固定資産購入額（純）＝資産購入額（時価）－資産処分額（時価） 
             ＝資産購入額（時価）－［資産処分額（簿価）＋純売却益］ 
             ＝期末残高－期首残高－純売却益＋減価償却費 ……… (6) 
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未実現債権債務の調整 
 
 会計上は当期損益に算入される営業上の期末の債権（売掛金・受取手形），債務（買掛金・支
払手形）については，キャッシュ・フローの計算上は未実現であるために算入されないので，
調整が必要となる．作業としては売掛金・受取手形の残高増加分を収益から減額し，逆に買掛
金・支払手形の残高増加分を費用から減額する． 
 
課税ベースの計算式 
 
 以上の手続きを経て，Ｒベース及びＲ＋Ｆベースは次式で計算できる． 
 
 Ｒベース＝税引前当期利益＋キャッシュ調整＋⊿引当金・準備金＋減価償却費 
      ＋繰延資産当期償却額－固定資産純購入額－棚卸資産純購入額 
      －研究開発費等繰延資産購入額 
 
ただし， 
 
 キャッシュ調整＝－前期役員賞与－⊿受取手形等＋⊿支払手形等 
         －固定資産売却益（純）－棚卸資産売却益（純） 
         －受取利息＋支払利息－受取配当 
         －有価証券売却益（純）＋有価証券評価損＋租税公課＋⊿未払法人税等 
 
 Ｆベース＝［調整後負債増分］－［調整後資産増分］＋［受取利息－支払利息］ 
 
ただし， 
 
 調整後負債増分＝⊿Ｌ－⊿引当金・準備金－⊿支払手形等－⊿未払法人税等 
 
 調整後資産増分＝⊿Ａ－⊿受取手形等－⊿固定資産－⊿棚卸資産－⊿投資有価証券・出資金 
         ＋有価証券売却益（純）－有価証券評価損（純） 
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